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【ｖｅｒ.１】 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※申請前に必ずご確認ください 
 

 

 

 

 

 

令和 8年 2月 
くまもと型応援補助金事務局  

くまもと型応援補助金 
 

交付申請の手引き 
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1 はじめに 
 
    
 

 

 

 

公募要領をよく読みこんだ上で、申請に進んでください。 

※申請のために必要な情報が記載されています。  
 

 

 

 

電子申請による   

  次の熊本県ホームページから電子申請を受付けます。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/257821.html 

 【二次元コード】   

   ※ 持参による申請は受け付けておりません｡ 

※ 書類審査の過程で、書類等の再提出（追加提出）を求めることがあります｡ 

その場合は、メールや郵送での御対応をお願いします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要 

申請方法 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/257821.html
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※ 添付書類は申請後も必ず保管して下さい。 

 

 

2 入力内容・添付書類の確認 
 

 

 

 

 

電子申請フォームから、以下のとおり、入力及び書類の添付が必要となります｡ 

 

※上記書類は、申請後も必ず保管して下さい。 

 

 

 

 

書類の名称 申請者が行うこと 参照 

申請書 
電子申請フォーム

での入力 
P.8 

【添付１】 確定申告書等 

① 個人 

 ア）白色申告の場合 

   直近の確定申告書 

   【第一表、第二表、収支内訳書（１・２面）】 

イ）青色申告の場合 

   直近の確定申告書 

   【第一表、第二表、所得税青色申告決算書（１～４面）】 

② 法人 

  確定申告書別表１、貸借対照表及び損益計算書 

 

※決算期を一度も迎えていない場合は、開業届および売

上台帳等 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請フォーム

でのデータ添付 

― 

【添付２】 熊本県税に未納の税額がないことの証明書 

※申請日から 3か月以内に取得したもの  
P.3-4 

【添付３】 見積書 

※１件当たり税込１００万円を超えるものについては２者以上 P.5 

【添付４】 見積書の内容が分かるもの P.6 

【添付５】 賃金チェックシート（様式） P.6 

入力内容・添付書類 
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３ 添付書類 

 

 

 

 

 

   申請日から３か月以内に取得したものを提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付２】熊本県税に未納の税額がないことの証明書 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

 

発行日 2026年2月25日

納入期日： 担当者 責任者

受渡場所：

有効期限：

支払条件：

数量 単価（円） 金額（円）

1 515,000 515,000

1 158,000 158,000

2 30,000 60,000

733,000円

73,300円

806,300円

◯◯◯◯株式会社
〒000-0000
◯◯県◯◯市◯◯町◯◯番地◯◯ビル◯◯◯号
TEL　000-0000-0000

お見積金額 806,300円

合計金額

消費税（10％）

小計

摘要

お　見　積　書

ガス式蒸し器

株式会社◯◯◯◯　御中

項目

下記のとおりお見積り申し上げます。

設置工事（振付、設置工事込み）

　ガス式蒸し器本体（●●社製　TDXXX-XX）

　三層シンク（●●社製　TDXXX-XX）

三層シンク

 

 

 

 

  ・１件当たり税込１００万円を超えるものについては２者以上の見積が必要です 
  ・必ず補助事業者自身が、発注する業者から見積書を取得してください。    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※原則見積書の提出が必須ですが、インターネット購入等の場合で、見積の提出が困難な場合のみ、

金額がわかる画面コピー等を提出することで代用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 2026年2月25日

納入期日： 担当者 責任者

受渡場所：

有効期限：

支払条件：

数量 単価（円） 金額（円）

1 515,000 515,000

1 158,000 158,000

2 30,000 60,000

733,000円

58,640円

791,640円

　三層シンク（●●社製　TDXXX-XX）

三層シンク

　ガス式蒸し器本体（●●社製　TDXXX-XX）

お　見　積　書

ガス式蒸し器

株式会社◯◯◯◯　御中

項目

下記のとおりお見積り申し上げます。

設置工事（振付、設置工事込み）

◯◯◯◯株式会社
〒000-0000
◯◯県◯◯市◯◯町◯◯番地◯◯ビル◯◯◯号
TEL　000-0000-0000

お見積金額 791,640円

合計金額

消費税（8％）

小計

摘要

【添付３】見積書 

① 発行日が確認できること 
 
② 見積書であることが確認できること 
 
③ 宛名が補助事業者であること 
 
④ 発行者が確認できること 

 
⑤ 見積金額が確認できること 
税込、税抜が確認できない場合は補記し

てください。 
 
⑥ 取引内容（品名）が確認できること 
「一式」「等」「他」などではなく、品名や数
量が具体的に記載されている必要があり
ます。 
 
中古の場合は、その旨が記載されている
必要があります。 
 

① 
② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 
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見積書の内容を示す根拠となるものを添付してください。 
例えば、以下のようなものです。 

 
   １．機械設備を導入する場合 

・機械設備のカタログ等、どのような機械であるかを示す書類 
・省エネ機器の導入・更新の場合、省エネ要件を満たすことを示す必要が 
あります。   

    
２．ホームページを制作する場合 
  ・ホームページの内容、イメージ、仕様などがわかる資料 
 
３．展示会に出展する場合 
  ・展示会の募集要項など、展示会全体の内容を示す書類 
 
４．工事等の外注をする場合 
・施行箇所を明示した「平面図」（真上から見たもので、間取り・用途・面積が 
分かるもの）または「立面図」（外観のイメージを真横から見たもの）   
※事業用と非事業用が一体となっている施設（住居兼店舗など）の場合は、 
事業用の部分を明示すること 

 

  

【添付４】見積書の内容がわかるもの 

 

 
公募要領に示す要件を満たす全ての従業員について、その賃金をチェックシートに
入力してください。チェックシートは県ホームページからダウンロードしてください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付５】賃金チェックシート 

事業所名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

熊本　太郎 熊本　花子 熊本　次郎

時給 日給 月給

241,000

1,050 9,500

4,000 10,000

1,050 1,213 1,530

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

※１ 公募要領に定める常時使用する従業員全員を記載してください。

※２ 各種手当は、以下を参考に御記入ください。

　○算入するもの

　　役職手当・職務手当等（算入しないものを除くすべての諸手当）　

　○算入しないもの

　　賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、　

　　家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金（結婚祝賀金等） 、役員手当

※３ 時給・・・時給をそのまま転記してください

日給・・・（基本給＋（各種手当÷労働日数））÷１日当たりの所定労働時間

月給・・・（基本給＋各種手当）÷１月当たりの所定労働時間

各種手当合計※２

時間単価※３

賃金チェックシート（記載例）

【申請時点の従業員】※1

賃金の支払形態
（時給・日給・月給）

基　　本　　給

時給額・日給額
（賃金の支払形態が時給・日給

の場合のみ記載）

氏　　　　　　名

○○株式会社

各種手当合計※２

時間単価※３

氏　　　　　　名

賃金の支払形態
（時給・日給・月給）

基　　本　　給

時給額・日給額
（賃金の支払形態が時給・日給

の場合のみ記載）
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４ 申請する ※電子申請フォーム上でご確認いただく項目です。 
 

 

 

 

 

くまもと型応援補助金（以下、「本補助金」という。）の申請をするに当たって、また、補助事業の実施

期間内及び完了後において、下記事項のすべてに対して同意・誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し立てません。 

記 

 

１ くまもと型応援補助金交付要綱第６条に基づき申請した補助対象経費については、補助事業計画

書に記載の事業のために使用します。また、補助事業終了後においては、同交付要綱第１４条「財産

の処分の制限」の規定に従い、対象物を管理します。 

 

２ 会長から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 

 

３ 申請書類等に不正等が判明した場合は、補助金の返還及び交付を受けた事業者名などの情報を

公表されることに同意します。 

 

４ 申請に記載された情報について、熊本県から依頼があった場合及び熊本県中小企業団体中央会

の他の業務で利用する必要が生じた場合、提供することに同意します。 

 

５ 当法人（個人事業主にあっては私）は暴力団（熊本県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）ではなく、事業者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員、又は使用人その他の従業員等、経営に参画するものをいう。以下同じ。）も、暴力団員（同条第２

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではありません。 

 

６ 役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用していません。 

 

７ 役員等は、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していません。 

 

８ 役員等は、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有

していません。 

 

９ 交付要綱の規定を順守し、実績報告をはじめ、補助金額の確定のために必要な書類等について、

遅滞なく提出します。 

 

同意・誓約事項 



以下2次元コードまたは

県ホームページ

https://www.pref.kumamoto.j

p/soshiki/61/257821.html

より、初回認証を

してください。

くまもと型応援補助金交付申請手引き

～オンライン申請方法～

①初回認証

記入したメールアドレスに認証用

メールが届きます、記載されている

URLをクリックすると申請画面に移行

します。

②メール確認

「本申請へ進む」をクリック

③本申請へ

電子申請には必ずメールアドレスが必要です！
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④申請フォームへ入力

右の記入例を基に必要事項を記入、

ファイルを添付してください。

申請画面

事業メニューを複数選択した場合、

それぞれの事業メニューごとに

（２）事業の具体的内容、

（３）事業の目的及び期待される効

果を記載してください
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④申請フォームへ入力

右の記入例を基に必要事項を記入、

ファイルを添付してください。
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④申請フォームへ入力

（３）宣誓・同意書

□確認する に

↓

宣誓・同意書の内容が表示されるので

確認後、

同意チェック

□同意する に

⑤送信ボタンをクリック
これで申請は完了です。

右の記入例を基に必要事項を記入、

ファイルを添付してください。

納税証明書

賃金チェックシート
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⑥送信後、完了メール到着

申請内容を確認したい場合は、

「MyページURL」をクリック

申請内容を変更したい場合は、

「本申請へ進む」をクリック

※審査中以外は申請内容の変更が

可能です。

拡大

申請者側ステータス 編集可否

交付申請済 〇

事務局交付申請審査中 ×

交付申請差し戻し中 〇

交付申請審査完了 ×

交付決定通知書発送済 ×

⑦申請内容の変更

進捗状況の確認

進捗状況を確認したい場合は、

申請ステータスよりご確認いただけ

ます。

交付申請時における申請者側で確認できるステータスは下記の通りです。

（※審査中・審査完了後は、編集を行うことはできません。

申請内容に不備があった場合は、メールまたは電話にてご連絡させていただきます。

-12-


